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環境経済学 講義資料 １４
外部性

青山学院大学 経済学部

松本 茂
shmatsumoto@jm.aoyama.ac.jp

http://shigeruykr.wixsite.com/happy-environment
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生活の利便性と環境条件のトレー
ドオフ

 生活の利便性の向上させるためには、環境が悪
化することを受け入れなければならない。

 しかし、環境評価で議論をした様に、環境が悪
化すると生活の質が低下してしまう。

 それでは、どれだけ環境条件の悪化を受け入れ
る必要があるのだろうか。
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環境汚染の便益と被害

 汚染物質の排出量増加

⇒環境汚染被害の増加

⇒社会厚生水準の低下

 生産物の増加

（⇔汚染物質の排出量増加）

⇒生活の利便性の向上

⇒社会厚生水準の上昇

汚染物質の排出量増加

⇒社会厚生水準の下落
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適な汚染水準

汚染物質の
排出量（E）

金
額 社会的限界費用

Social Marginal Cost

社会的限界便益
Social Marginal Benefit

E*10 ⇒ 11

1000円

30 ⇒ 31

3000円

汚染が進むにつれ、単位量当
りの環境被害額が増加する。

汚染が進むにつれ、単位量当
りの消費便益は低下する。
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適水準を超えた汚染物質が排出
された場合

汚染物質の
排出量（E）

金
額

社会的限界便益
Social Marginal Benefit

社会的限界費用
Social Marginal Cost

E* EH

2016/9/27 環境経済学１ 松本茂 6

適水準を超えた汚染物質が排出
された場合
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適水準を超えた汚染物質が排出
された場合
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適水準を超えた汚染物質が排出
された場合
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適水準より少ない汚染物質しか
排出されない場合

汚染物質の
排出量（E）

金
額

社会的限界便益
Social Marginal Benefit

社会的限界費用
Social Marginal Cost

E*EL
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適水準より少ない汚染物質しか
排出されない場合
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外部性の問題

 環境対策が取られないと、望ましい水準E＊を超
えた汚染物質が排出されてしまう。

 なぜだろうか？

 環境経済学では、その理由を外部性に求める。

 取引に直接関与しない第3者が影響を受ける状
態を外部性が存在するという。
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外部性の問題 図示

環境汚染

市
場

生産費用

収益

外部費用
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各企業の生産選択

 生産物価格（P）は、消費者が生産物を消費した
時に得る便益であり、それは社会的限界便益
（Social Marginal Benefit）となる。 P ＝ SMB

 企業が生産物をもう1単位生産した時に必要と
する費用を限界費用（Private Marginal Cost）と
よぶ。

 企業は生産物価格と限界費用が一致する様に
生産量を決定する。 P ＝ PMC

 PMC ＝ SMB
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外部性がない場合

 外部性がない場合は、生産活動において企業
が負担する費用と社会が負担する費用が一致
する。 PMC ＝ SMC

 これを企業の生産選択の式に当てはめると、社
会の 適条件が得られる。 SMC ＝ SMB
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外部性がある場合

 外部性がある場合は、生産活動において企業が
負担する費用と社会が負担する費用が一致しな
い。 PMC ＜ SMC

 これを企業の生産選択の式に当てはめると、次
の式が得られる。 SMC ＞ SMB
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外部性の存在下での社会厚生の
損失

生産量

価
格

需要曲線

私的限界費用
PMC

社会的限界費用
SMC

QP
*QS

*
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外部性の問題

 負の外部性の存在下では、生産活動における
「私的限界費用」が「社会的限界費用」より
も低い。

 従って、負の外部性の問題を解決するために
何も対策を講じない場合、生産水準は社会的
な最適水準より大きくなる。

 その結果、社会全体の厚生水準は低下する。
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環境問題とその対応策
大気汚染
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大気汚染物質

 大気汚染物質は大気汚染防止法で定められ
ている。

 物質は、ばい煙、粉塵、自動車排出ガス、特
定物質（化学処理により発生する物質28種
類）、有害大気汚染物質（234種類のうち指定
物質4種）である。
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環境基準

 「人の健康を保護する上で維持されることが望ま
しい基準」として、二酸化硫黄、二酸化窒素、一
酸化炭素、浮遊粒子上物質、光化学オキシダン
トの5種類について環境基準が設定されている。

 また、1996年の法改正以降、有害大気汚染物
質（4種類）についても環境基準が設定されてい
る。
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排出基準

 環境基準は大気環境の目標値であり、工場や
事業所から排出される排気には排出基準が設
けられている。
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大気の状況

 環境基準が維持されているかを調べるために、大気汚
染の状況が監視されている。平成14年度末、全国で
2,134の測定局において大気汚染の常時監視が行われ
ていた。

 測定局は、一般環境大気測定局と自動車排出ガス測
定局の2種類に大別される。前者が住宅地などの一般
的な生活空間における大気汚染の状況を把握するため
設置された測定局であり、後者が特に自動車公害の激
しい地域で道路周辺に設置された測定局である。

 大気汚染の測定方法については指定がある。
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汚染源の種類と排出状況

 大気汚染の汚染源は、工場や事業所などの固定発生源と車などの
移動発生源に分けられる。

 固定発生源
 SOX： 電気業、化学工業、鉄鋼業の３業種からの排出が50％を占め

る。
 NOX： 電気業、窒業・土石製品製造業、鉄鋼業の3業種からの排出

が50％を占める。
 ばいじん： 電気業、廃棄物処理業、鉄鋼業、紙・パルプ加工業の4業

種からの排出が約50％を占める。

 移動発生源
 NOX： ディーゼル車からの排出が86.4％を占める。
 HC： 普通貨物自動車が50.1％、小型貨物自動車が2.9％の排出量

を占める。
 PM： ディーゼル車からの排出が62.3％を占める。
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固定発生源対策の歴史

 1962年 ばい煙の排出規制等に関する法律

 1968年 大気汚染防止法の成立

 1971年・1973年 東京都 重油の燃料規制

 1973年 公害健康被害補償法の制定

 硫黄酸化物（SOX）総量規制の導入

 窒素酸化物（NOX）の総量規制の導入
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移動発生源対策の歴史

 1968年 自動車の排出ガス規制

 1992年 自動車NOX法の制定

 2001年 自動車NOX法の一部改正

 8都市圏条例

2016/9/27 環境経済学１ 松本茂 26

環境基準の達成状況

 二酸化硫黄（SOX）の主な排出源は固定発生源
であり、1980年代後半以降、環境基準は達成さ
れている。

 二酸化窒素（NOX）の排出には移動発生源が大
きく寄与しており、環境基準の達成が困難である。

 浮遊粒子状物質（PM）対策は、ディーゼル車の
台数増加などにより遅れがちである。
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自動車公害対策

 間接的な汚染防止対策（補完財規制）
 自動車取得税

 自動車重量税

 車検

 買い替え促進

 燃料税

 直接的な汚染防止対策
 新技術の開発促進・普及

 排ガス規制

 交通マネージメント（自主規制，誘導，調整・抑制）


